
１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

交通安全施設は安全な交通を確保するための道路の付属物でるため、道路
を管理する事業として統合し一元管理できるものと考える。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
行政は、市民がしあわせを実感でき、安心して暮らせるよう快適な交通環境の維持に努める必要がある。
市民にとって交通安全施設は安全な交通を確保するための道路の付帯物であるため、関東指定都市と同様に土木事務所等で一括管
理できるような事務改善の見直しが必要である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

費用に対し効果がどれだけあるか図ることは難しいが、市民の安心・安全な
交通環境を維持する点から効果を満たしていると考える。

左記として判断した根拠

道路照明灯設置・道路反射鏡修繕・路面表示等、その都度業者委託してい
る。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

◆交通安全施設の確認及び整備修繕
◆道路反射鏡や道路照明施設等の交通安全施設の状況を区民等からの通報やパトロールによる調査で確認し、修繕・改修が必要な
ものについては速やかに契約している業者へ修繕等を指示し安全で快適な交通環境に努める。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

岩槻区まちづくり推進事業

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 001
区民満足度ＵＰ経費(②交通安全施設維持管理経費）

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区役所 総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

「交通事故防止」「道路照明の維持による防犯」「区民の安全な交通環境の維
持、改善」等から市民に必要な事業と判断した。

5.その他（                                                       ）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市民の安心安全に対するニーズは非常に高く、安心・安全な交通環境を維
持することが不可欠と判断した。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

横浜市・川崎市・千葉市は、区での対応ではなく土木事務所が管理してい
る。　相模原市は、区で対応している。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ウ

公衆便所の維持管理は市民サービスの一環として必要な事業と判断してい
るため、費用対効果はもともと低い事業であると考える。

左記として判断した根拠

すでに、民間委託により管理している。

　事務改善

（横浜市・川崎市・千葉市・相模原市）
公衆便所の設置場所により管理している課がことなるが、同じ施設を２つ以上
の課で管理していない。

市民サービスの一環として、岩槻駅・東岩槻駅（南北口）にある公衆便所（３箇所）の簡易な維持管理を行う。

公衆便所の維持管理は市民サービスの一環として必要な事業と判断した。

左記として判断した根拠

市が管理している公衆便所であるため、市で管理するべきと判断した。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男所管部署 岩槻区役所 総務課

岩槻区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区民満足度ＵＰ経費(③公衆便所維持管理経費）

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03807001 － 002

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

現在、公衆便所の詰まりや落書き等の修繕は区の予算、光熱水費は、生活
衛生課の予算で維持管理している。　同じ施設を　維持管理は市民サービス
の一環として必要な事業と判断した。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
市が管理している公衆便所であるため、継続して市で管理するべきであるが、同じ施設を２課で管理するのではなく、統廃合を検討する
必要があると考える。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

現在、市の負担でとなっているため、受益者負担の原則に従い、手数料等の
料金設定を検討する必要があると考える。

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
市民が安心して生活できるよう継続すべき事業であるが、受益者負担の原則に従い、手数料等の料金設定を検討するなど事務改善が
必要と考える。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

市が全て負担しているため費用対効果は低い。

左記として判断した根拠

現在、民間委託済である。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

人の生命に危険を及ぼす可能性のあるスズメ蜂等の駆除を行う
通報により職員が現地を確認し、職員では対応できない場合は専門業者にて駆除する（職員が直接駆除している件数が多い）

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

岩槻区まちづくり推進事業

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 003
区民満足度ＵＰ経費(④衛生害虫駆除経費）

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区役所 総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

全国的にも安心安全に対するニーズは、非常に高く、市民に必要な事業で
あると判断した。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

人の生命に危険を及ぼす可能性のあるスズメ蜂等の駆除は市が実施するべ
きと判断した。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

【川崎市・相模原市】：全て委託業者にて対応（職員駆除なし）、【横浜市】：全
て委託しているペスト協会へ紹介（職員駆除なし）、【千葉市】：千葉県害虫防
除協同組合へ紹介（職員駆除なし）

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容

関東指定都市の組織体制は、区役所とは別に各区に土木事務所が設置されており安全な交通環境を維持している。本市の場合、区役所に
て現場確認を行い緊急的な一時対応を行っており、その他は建設事務所へ紹介しもう一度現場を確認したあと対応している。このため、他
の指定都市と比べ、ロスが多くｻｰﾋﾞｽ水準は低いと感じられる。現在の建設事務所機能を各区に配置することは難しいと考えられるため、住
民からの相談が一番多い道路の管理だけでも直轄管理できる支所等（道路管理者の支所）配置し、ｻｰﾋﾞｽ水準の向上を図る必要がある。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区民満足度ＵＰ経費の予算でなく土木費としての一括予算管理とする方向で
検討する必要がある。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03807001 － 004

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区役所 総務課

岩槻区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区民満足度ＵＰ経費(⑤土木緊急修繕等経費）

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

安全な交通環境を維持するため、道路等の破損箇所の緊急修繕は必要不
可欠と判断した。

左記として判断した根拠

市管理の道路等であるため、市が実施するべき事業と判断した。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ウ

安全な交通環境を維持するため、道路等の破損箇所の緊急修繕を行う事業
であるため、費用対効果は低いものである。

左記として判断した根拠

民間委託済である。

　事務改善

（横浜市・川崎市・千葉市・相模原市）
軽微案件は職員対応、その他業者発注、各市とも区役所ごとに土木事務所
が設置されている。

・区民からの生活道路・河川・下水道等の修繕要望に対する緊急対応。
・軽微なものは職員直営や委託業者にて対応。
・軽微以外の工事・修繕は北部建設事務所にて対応。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

4



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
全国的に取り組んでいる交通安全運動の啓発であり交通事故撲滅に向け、市・警察・交通安全協会等が協力して取り込む事業であるた
め、継続と判断した。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

交通事故撲滅に向け取り組んでいる事業であり、直接この事業が効果に繋が
るかは不明である。そのため費用対効果が低い事業と判断した。

左記として判断した根拠

この事業は、警察署・市・交通安全協会等が協同して行うことに意義があるた
め、民間委託は不可能と判断した。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

◆春・秋の全国交通安全運動、夏・冬の交通事故防止運動を岩槻警察署・交通安全協会等との協働により、啓発物配布しながら交通
事故防止を呼びかけ、交通事故防止に努める。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

岩槻区まちづくり推進事業

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 005
区民満足度ＵＰ経費(⑥交通安全啓発経費）

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区役所 総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

全国的に取り組んでいる交通安全運動の啓発のため、市民に必要な事業と
判断

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

交通事故撲滅に向け、市・警察・交通安全協会等が協力して取り組んでいる
事業であり、市も実施せざるをえない状況である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東指定都市（横浜市、川崎市、千葉市、相模原市）全てが警察署・交通安
全協会等との協働により、キャンペーンや啓発物配布しながら交通事故防止
を呼びかけている。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

区政運営にあたっての目標・取組姿勢、区まちづくり推進事業等を広報する
事業であり、実施主体は市であるため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

行政職である区長がマニフェストを策定している指定都市はないため。

有効性

根拠

市長マニフェスト・総合振興計画・広報誌等で区政運営にあたっての取組姿
勢等は区民の皆様にお知らせしており、必要性が低いと考えられるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 岩槻区　　　　　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

岩槻区まちづくり推進事業

790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 006
区長マニフェスト作成業務

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

区民の皆さまに、区政運営にあたっての目標・取組姿勢、区まちづくり推進事業等を分かりやすくするため、区長マニフェストを策定・
作成し、区役所窓口や情報公開コーナーなどで配布し、年度末に区民アンケートを実施。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容 市長マニフェスト・総合振興計画・広報誌等で区政運営にあたっての取組姿勢等は区民の皆様にお知らせしているため。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

市長マニフェスト・総合振興計画・広報誌等で区政運営にあたっての取組姿
勢等は区民の皆様にお知らせしており、新たに区長マニフェストを作成する
費用対効果が低いと考えられるため。

左記として判断した根拠

区政運営にあたっての取組姿勢等を区民の皆様にお知らせするための広報
であり、民間委託を検討する対象事業ではないため。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区政運営にあたっての取組姿勢を広報誌等により区民の皆様にお知らせで
きるため。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　21年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ウ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
風水害等応急対策業務は危機管理上必要な事業であるが、区が個々に対応するよりも北部建設事務所等が一括管理し、予算執行する
ことが望ましいと考えられるため。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

風水害等応急対策業務は危機管理上必要な事業であるが、区が個々に対
応するよりも北部建設事務所等が一括管理し、予算執行することが望ましいと
考えられるため。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03807001 － 007

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区　　　　　総務課

岩槻区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

風水害等応急対策業務

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

災害時の応急対策は、市民の安心・安全を確保するために必要な事業であ
るため。

左記として判断した根拠

災害時の応急対策は、市が率先して行う事業であるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ウ

左記として判断した根拠

予算計上は委託料であり、業務内容も全部委託が可能であるため。

　事務改善

市民の安心・安全を確保するために必要な事業であり、名称の違いはあるも
のの他の指定都市でも同様の予算が計上されているため。

風水害等が発生した場合の応急対策にかかる委託事業

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

対象地域を区内のまちづくり協議を行なっている。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

千葉市を除く３つの指定都市においても、同様の事業を行なっている。

有効性

根拠

区民が主体となって、区と区民が区の特徴を生かした魅力あるまちづくりを行
なうために必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

岩槻区まちづくり推進事業

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 008
区民会議運営

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

区民と行政の協働による魅力あるまちづくりの推進のための活動
区のまちづくりを推進する上での対処すべき諸課題についての協議及び政策提言
区の健全な発展に寄与する活動

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
区のまちづくりについて、区と区民が協働で協議するための事業であり、これから魅力あふれる区として、区民からの活性化に向けての
意見等を取り入れるためには必要不可欠な事業である。区民会議の事業である「子ども探検隊」事業については参加者や効果を鑑み、
見直しを検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

魅力あるまちづくりを推進するために建設的な協議、区民参加のイベントや
調査・研究等の活動し、概ね事業費に見合った成果を上げているが、一部の
事業において、参加者確保に苦労するものがあり、見直しを検討。

左記として判断した根拠

区民会議業務支援について、民間委託を実施している。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

本市の他の部署では、類似の事業を行なっていない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　平成１３年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
この事業における、対象団体の醸成が進むことにより、平成２１年度に見直しを行った結果、事業費は減少した。今後は、これからまちづ
くりを行なう団体について、区との協働として活動を促すために事業は継続するが、団体活動補助の適正化について検証していく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

コミュニティ会議団体のまちづくり事業内容は多様であるため、事業活動支援
は必要である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03807001 － 009

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

岩槻区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区まちづくり事業支援

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　平成１３年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

区民の主体で行なう区の特徴を生かす事業、コミュニティ活動の活性に繋が
る事業、地域の課題解決に向けた事業等が醸成するために支援を要するた
め。

左記として判断した根拠

コミュニティ会議は区と区民会議との連携が必要であるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

各コミュニティ会議団体が行なう事業が醸成するための補助である。

左記として判断した根拠

区と協働を行なう、活動団体に対する支援事業である。

　事務改善

各政令市においても、活動団体へのまちづくり補助事業を行なっている。

区のまちづくりや公益活動、福祉活動など、地域のために活動する営利を目的としない団体をコミュニティ会議として登録し、区とコ
ミュニティ団体相互の連携や情報提供、事業補助などによる支援を行なう。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

区民まつりであるため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東地方において相模原市を除く３つの政令都市は、同様の事業を行って
いる。

有効性

根拠

住民の連帯感や絆を深めるために、また、新たな郷土づくりと郷土意識の醸
成を高めるための機会としているため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

岩槻区まちづくり推進事業

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 010
区民まつり

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

住民の連帯感や絆を深めるために、また、新たな郷土づくりと郷土意識の醸成を高めるためにも、区民と協働のもとに区民まつりを年１
回実施する。
なお、ボランティア団体等も参加し、日頃の活動成果を披露する場ともなる。
まつり参加団体は、約１００団体。まつり来場客は、約５７，０００人。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
区民まつりの事業運営について、一部の出展者に対し参加料として負担をいただき、区民まつりへの協働意識を高める。無駄のない仕
様書を作成し、設営委託料を改善していくことにより事業費を見直す。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

区民まつりに多くの人が関わり、そして参加及び来場し、住民の連携と連帯で
絆を深め、また、新たな郷土づくりと郷土意識の醸成を高めることなどの目的
が果たせており、事業費に見合った成果を上げている。

左記として判断した根拠

区民まつりの会場設営、ポスター、チラシの作成等の業務については、民間
委託であり、また、屋内でのまつりイベントは商工会議所が担当となり、運営し
ている。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

今年度より、区民まつり参加者団体から参加費を徴収する。

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区民主役のまつりであり、岩槻区内の多くのボランティア団体や農業、商業、
工業等の産業団体が参加し、日頃の活動成果の披露や成果物を安値で提
供している。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（平成１７年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

この事業の総事業費が約２10万円、来客者約５万人という状況から費用効果
は充分満たしている。

左記として判断した根拠

区民からの任意団体（まちかど雛めぐり実行委員会）と趣旨を理解いただいた
ボランティアが雛めぐり事業を運営している。
行政は補助金を交付するのみで、実行員会の事務局や委員、そして運営に
も関わっていない。

　事務改善

この事業は、関東地方の４つの指定都市において同様なものを行っていない。岩槻
区の歴史や風土等の特性を最も表した事業であり、さいたま市のアピールポイントの
一材料としていく上でも、補助金交付対象事業として継続させていきたい。

区民からの任意団体（まちかど雛めぐり実行委員会）が雛めぐり事業を平成１５年度から実施し、当初の事業を充実、拡大しながら２１
年度で第７回目を向かえ、岩槻区民やさいたま市民、他市、他県の人々にも認知されるまでの行事に発展しました。
開催期間は、約１ヶ月間。来場客は、約4万～５万人。

平成１５年度に岩槻の活性化を図るため、立ち上がった事業であり、また、県
内外の人々やマスメディアにも認知されるまでに発展した事業でもある。

左記として判断した根拠

平成２１年度で第７回目を迎え、岩槻区民やさいたま市民にも認知されるまで
になったが、金銭的な援助はあるものの全て自費で対応でき得るものでもな
い状況にある。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　平成１７年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男所管部署 岩槻区総務課

岩槻区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

まちかど雛めぐり

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03807001 － 011

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

さいたま市において同様の事業は行っていない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
岩槻区への観光客増加を目指し、まちの活性化のために行なわれる事業のため支援は必要である。ただし、まちかど雛めぐりは実行委
員会に事業における食料費支出の廃止や、ボランティア団体等の更なる積極的参加を求める等のコストダウンに努めるよう指導を行う。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市の重点的に取組む、しあわせ倍増プラン事業のため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

他政令都市では、屋上緑化事業について補助金が存在する。

有効性

根拠

市民が生き生きと暮らせるために、花やみどり豊かなまちづくりを行なう。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

岩槻区まちづくり推進事業

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 012
岩槻区花と緑のまちづくり推進事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

市が重点的に取組む「しあわせ倍増プラン」により、区内の全ての駅や観光スポット等を区民等の協働により「花や緑」でいっぱいにす
る。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
この事業は初年度の平成２２年度において、協働する区民等の団体に対しての設備により事業費が膨らむが、次年度以降は事業の見
直しを行い、適切な維持事業を行なう。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

区民が花とみどりにふれあう機会を作る事業であり、効果の測定が不可能。

左記として判断した根拠

区と区民との協働である。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

みどり推進課が行なう、花いっぱい運動事業との関連性があるため、一元化
の可能性あり。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　平成２２年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
区のイメージアップと文化振興、区民のまちづくり参加意識高揚のため、区と区民との協働事業であるため、必要不可欠な事業である。
また、区内において活動する音楽団体の発表の場と区民が音楽にふれあう機会を提供するため。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区のイメージアップ及びまちづくり事業であるため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03807001 － 013

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

岩槻区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

ひなまつりふれあいコンサート

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成１９年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

区と区民との協働による区のイメージアップと文化振興に係るまちづくり事業
であるため。

左記として判断した根拠

区のまちづくり事業であるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

来場者・参加団体数及びアンケート結果から費用対効果を満たしている。

左記として判断した根拠

実行委員会への補助金であるため。

　事務改善

関東地方の相模原市を除く３つの指定都市においても、同様の事業を行なっ
ている。

岩槻区のイメージアップと文化振興、区民のまちづくり参加意識の高揚のため、区・文化振興事業団、区民との協働事業を開催してい
る。
内容　第１部　公募市民団体の演奏等　第２部　プロのアーティストのコンサート

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

国、県では市単位でのガイドマップ等は作成していない。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

観光まちづくりとして、区独自の観光案内ガイドブックを発行している。

有効性

根拠

区民からの要望に対し、マップ、観光ガイドブック、行政情報等の提供を行な
う。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

岩槻区まちづくり推進事業

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 014
区ガイドマップ等作成

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

区内のガイドマップを作成し、転入者等に区の案内図、公共施設、関係事業所、教育施設、イベント等の情報提供する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容 ガイドマップは全市版に各区の情報を統合することで、全市版を作成する担当課と協議をし、コストを削減する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

区民へ行政情報、観光情報、イベント等を発信しているため。

左記として判断した根拠

印刷製本について、民間委託により事業を行なっている。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

市ガイドマップが作成され、区ガイドマップを統合することが可能である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容 区民に対し、区独自の情報や資料を提供する目的として発行している。区民からの要望等もあり、現在の紙面を確保し、継続とする。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区独自の行政情報発信のため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03807001 － 015

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

岩槻区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区広報紙

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成１７年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

区の行政情報等を広く区民に周知させるため必要な事業である。

左記として判断した根拠

区の行政情報等を発信する事業のため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

区内全世帯に、行政情報を提供しており、また市報に同時掲載、配布するな
ど事業費の重複がないように配慮しているので、費用対効果をみたしている。

左記として判断した根拠

編集業務委託について、市報さいたまに同時掲載（５ページ）しているため、
市報の契約業者と同一。

　事務改善

関東地方の４つの指定都市においても、同様の事業を行なっている。

区のイメージアップ及び行政情報等を広く区民に周知させる事業

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

国や県、民間では行なっていない。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

みどり倍増プロジェクトの一環として行なう。

有効性

根拠

シンボルフラワーとして、区のイメージアップ戦略のツールとして使用するた
め。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

岩槻区まちづくり推進事業

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

コード 03807001 － 016
「区の花」制定

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

市民一人ひとりが生き生きと心豊かに暮らせる「花と緑の豊かなまち」を実現するため、区の緑化推進のシンボルフラワーとして、「区の
花」を制定する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容 平成２２年度において、区の花策定委員会を立ち上げ区の花を決定する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

区のシンボルフラワーの制定するため、委託は不可能。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

市の花とは区別し、区独自のイメージアップを図るため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　平成２２年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

キ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
区民が犯罪被害者とならないために、継続的に防犯啓発活動を実施することは必要不可欠であるため事業は継続するが、その手法に
ついては前例踏襲ではなく、参加者へのアンケート調査等により検証を行い、より効果的な防犯啓発を実施していく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

本市の他の部署では、類似の事業を行っていない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03807001 － 017

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 岩槻区総務課

岩槻区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

防犯啓発事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-790-0112責任者 問い合わせ先臼倉　三男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　18　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

「自分たちの地域は自分たちで守る」という意欲を持った防犯団体を統合し、
犯罪・防犯情報を区民全体で共有するため必要な事業。

左記として判断した根拠

防犯活動は区内各地域における草の根的な活動が中心であるため、全体と
しての情報交換や防犯啓発活動のためには、市の関わりが不可欠。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

区内の犯罪発生件数は減少傾向にあり、地道な啓発活動による成果と考え
ている。

左記として判断した根拠

防犯啓発活動（岩槻区民防犯の集いＰＲポスター及び新入学児童向け防犯
冊子作成）は委託している。

　事務改善

防犯活動に取り組む区内の団体等が防犯情報や意見を交換し相互の連携を強化する場としての防犯連絡協議会の活動を支え、地
域に密着した防犯啓発活動を展開する。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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